
■町民１人当たり、１世帯当たりの町税負担

■町民１人当たり、１世帯当たりに使われた費用

■一般会計・債務負担行為の状況

■町の「貯金」 ■町の「借金」

■性質別経費

■町税収入の状況
税　　　目 １人当たり（円） １世帯当たり（円）

個人町民税 61,467 114,295
法人町民税 24,082 44,779
固定資産税 187,087 347,879
軽自動車税 2,414 4,489
町たばこ税 10,753 19,995

合　　　計 285,803 531,437

区　　　分 １人当たり（円） １世帯当たり（円）
公債費 492,218 915,254
農林水産業費 381,407 709,207
土木費 314,192 584,224
総務費 273,985 509,461
衛生費 236,943 440,583
民生費 214,815 399,437
教育費 149,121 277,283
消防費 86,265 160,406
商工費 52,516 97,651
議会費 20,460 38,044
災害復旧費 389 724

合　　　計 2,222,309 4,132,275

税　　　目 金　額（千円） 徴収率（％）構成比（％）
個人町民税 141,497 97.3 21.5
法人町民税 55,437 99.7 8.4
固定資産税 430,674 99.3 65.5
軽自動車税 5,557 98.5 0.8
町たばこ税 24,754 100.0 3.8

合　　　計 657,919 98.9 100.0

区　　分 金　額（千円） 割合（％） 対前年比（％）
消費的経費 2,234,999 43.7 ▲ 10.7

人件費 577,768 11.3 ▲ 2.6
物件費 786,335 15.4 4.2
維持補修費 211,073 4.1 ▲ 23.4
扶助費 108,019 2.1 4.1
補助費等 551,804 10.8 ▲ 28.9

投資的経費 1,056,919 20.7 ▲ 5.6
その他 1,823,838 35.6 8.2

公債費 1,133,085 22.1 ▲ 0.5
積立金 142,010 2.8 46.7
投資および出資金･貸付金 30,138 0.6 ▲ 16.6
繰出金 518,605 10.1 25.0
合　　　計 5,115,756 100.0 ▲ 3.6

区　　　　　分 金　　額（千円） 対前年比（％）
一般会計 5,104,210 0.9

財政調整基金 1,000,670 0.0
減債基金 1,495,320 0.0
羽幌線代替輸送確保基金 22,820 ▲ 23.4
ふるさと創生基金 1,029,670 0.6
ふるさと応援基金 10,331 70.5
エネルギー施設等振興基金 472,690 ▲ 2.3
公共施設等整備基金 923,810 6.3
地域福祉基金 101,440 0.0
中山間農業地域環境保全基金 17,470 1.2
奨学資金基金 25,879 0.0
心象記念文化振興基金 4,110 ▲ 40.4

国民健康保険特別会計 37,050 235.3
介護保険特別会計 16,708 0.0
簡易水道事業特別会計 87,553 6.8

合　　　　計 5,245,521 1.5

区　　　　　分 金　　額（千円） 対前年比（％）
一般会計 3,650,224 ▲ 7.8

公共事業等債 2,640 ▲ 58.9
一般単独事業債 90,618 ▲ 41.6
公営住宅建設事業債 304,368 ▲ 14.8
辺地対策事業債 924,418 3.0
災害復旧事業債 6,130 ▲ 43.5
過疎対策事業債 1,290,875 ▲ 3.6
草地開発事業債 24,983 ▲ 41.4
公有林整備事業債 57,356 ▲ 3.7
簡易水道事業債 66,027 ▲ 15.7
財源対策債　等 882,809 ▲ 12.8

簡易水道事業特別会計 20,256 ▲ 25.8
下水道事業特別会計 409,840 ▲ 7.5

合　　　　計 4,080,320 ▲ 7.9

区　　　分 平成31年度以降
支出予定額（千円） 割合（％） 対前年比（％）

物件の購入 0 0.0 -
土地 0 0.0 -
建物 0 0.0 -

その他のもの 40,001 100.0 ▲ 25.0
利子補給 7,194 18.0 ▲ 13.9
その他 32,807 82.0 ▲ 27.0
合　　　計 40,001 100.0 ▲ 25.0

「債務負担行為」とは
　従来「予算外義務負担」と呼ばれていたもの
で、将来的に支払わなければいけない義務的経
費です。
①金銭給付を目的とするもの ②物件の給付   
③役務の提供などに大別され、最終的にいずれ
かの年度の歳出予算に計上されるものであり、
議会の議決を得なければならないとされていま
す。

町の「貯金」（基金）・町の「借金」（町債）
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